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                             平成２３年１０月３１日 

                              

     「新・東京三会方式医療ＡＤＲ」の特徴の概要 

           

                                                   弁 護 士 西 内  岳 

 

１．はじめに 

「東京三会方式医療ＡＤＲ」につき、第１回目の本会議（平成２２年３月２６日）に

おいてその概要を発表したところであるが、東京三弁護士会（東京弁護士会・第一東京

弁護士会・第二東京弁護士会）は、平成２１年３月から同２３年６月の間、プロジェク

トチームを設置してこれまでの東京三会医療ＡＤＲ（申立）事例の検証作業とそれを踏

まえた改善検討作業を行うとともに（平成２２年３月発表の同「検証報告書」は、東京

弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会のホームページに掲載。第一東京弁護

士会：http://www.ichiben.or.jp/news20100520iryou.pdf）、厚生労働省が平成２２年３月

に設置した「医療裁判外紛争解決（ＡＤＲ）機関連絡調整会議」（本会議）（http://www.

mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi101）における意見交換などを踏ま

え、今般、従来の東京三会方式（モデル）（以下、「東京三会方式」という）の基本的な

趣旨と制度設計は維持しながら、その重要な一部を改定したので、その改定部分の概要

を以下に纏めて発表する。 

なお、便宜上、今般の一部改定したものを「新・東京三会方式」という。 

 

 

２．「新・東京三会方式」の特徴の概要 

（１）特徴－その１（基本的な制度設計とあっせん人） 
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「図表１～３」に記載のとおりであり、あくまでも両当事者による対話とそれによ

る相互理解の促進を基盤とした合意形成を目指すこと及びあっせん人構成についての

基本的な制度設計には変更はなく、東京三会方式の基本的な特徴である。 

また、申立に土地管轄がないことも従来どおりである（東京都以外からも申立可能

である）。 

                                       

（２）特徴－その２（申立が可能な事項） 

医療ＡＤＲは、これまでその設置目的として医療事故を巡る紛争の金銭的解決を図

ることが主たるものとされて来た。  

もちろんそれが主目的のひとつであることは今後とも変わることはなく、新・東京

三会方式においても重要な目的のひとつである。 

しかし、それと併せて、「図表４」にあるとおり、「患者・家族側」から（必ずしも

金銭的解決を求めるのではなく）診療経過や死因・後遺障害の原因などに関しての説

明のみを求めて申し立てることも可能である（この点は、次の「特徴－その３」の手

続の改定とも密接に関連する）。 

また、「医師・医療機関側」からも、第三者であるあっせん人が立ち会う形での医療

行為などに関する説明を行うことを目的としたり、あるいは患者・家族との医療を巡

る関係の調整などを目的として申し立てることも可能であることを明確にした。 

 

（３）特徴－その３（進行手続） 

「図表５」にあるとおり、進行手続につき、原則として、「ステップ１」と「ステッ

プ２」の２つの手続に分けるとともに、ステップ１からステップ２の手続に進行（移

行）するためには「両当事者の了解（同意）」を求めることとした（ただし、以上はあ

くまでも「原則型」であり、事案や両当事者の意向などを踏まえてのより柔軟な例外
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的対応を排斥するものではない）。 

この手続の改定は、以上の①「ステップ１」と③「ステップ２」の２つの手続の区

別と②の両当事者の了解（同意）を明確にしていなかった従来型の運用方法につき、

特に医師・医療機関側からの「説明だけは行いたいと思ってＡＤＲに（応諾して）出

席すると結局は何がしかの金銭の支払いを余儀なくされてしまう（ので軽々に応ずる

ことはできない）。」との不安や不満などの声が少なからず聞かれたことから、ＡＤＲ

利用者の目線に立ち、上記の如く進行手続自体を「①と③の２段階に明確に区別する」

とともに「②両当事者の了解（同意）」を要件とすることにより、審理における透明性

と中立性・公正性を（実体面のみならず）手続面においても担保し、それにより相手

方が安心と信頼の基にＡＤＲに応じて出席できるようにし、もってＡＤＲにおける対

話と相互理解の促進をより一層図ろうとするものである。 

そして、以上による手続きの進行の概略をまとめると「図表６」のとおりとなる。 

 

（４）まとめ 

   以上の「新・東京三会方式」は、（進行）手続における透明性と中立性・公正性の担

保と医療を巡る様々な紛争や関係の調整などを目的として医療ＡＤＲを幅広く利用可

能なものとすることなどにより、これまでの患者側と医療側、医療界と法曹界（ＡＤ

Ｒに関しては、弁護士・弁護士会）などの対立（感情）の構図を少しでも緩和すると

ともに、より一層の対話と相互理解の促進、延いてはＡＤＲの利用の促進を図って行

くことを目的としたものである。 

 

３．解決事例の紹介（参考） 

  →「図表７」（簡略化とモディファイ） 
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４．広報（「新・東京三会方式（医療ＡＤＲ）」の理解と利用の促進） 

   大小２種類のパンフレット（小パンフレットは、制度の概要案内。大パンフレットは、

Ｑ＆Ａによる手続きなどの詳細説明）を作成して配布するとともに、東京三弁護士会の

各々の弁護士会ホームページに上記の手続きの詳細や解決事例（簡略化とモディファイ）

などを掲載する。 

そして、「新・東京三会方式（医療ＡＤＲ）」の上記の特徴を幅広く広報することによ

り、その理解と利用の促進を図って行きたいと考えている。 
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図表１ 東京三会方式の基本的な制度設計 

図表１ 東京三会方式の基本的な制度設計

東京三弁護士会医療ＡＤＲ

東京三弁護士会の各会（東京弁護士会―紛争解決センター、第一東京
弁護士会―仲裁センター、第二東京弁護士会―仲裁センター内に各設
置）（Ｈ１９．９月から開始）

患者側又は医療側代理人として医事紛争解決の経験豊富な弁護士
が各１名とそれら以外のあっせん人１名の３名のあっせん人にて、
いずれも中立的・公正な立場から、当事者の話し合いや説明による
相互理解の促進（ステップ１）とそれによる解決に向けた合意形成
のための調整を行う(ステップ２)

 

 

 

図表２ あっせん人構成 

図表２ あっせん人構成

（１）東京三会方式（モデル）（特徴その１）

①患者側の立場での訴訟・紛争解決経験豊富な(専門)あっせん人

②医療側の立場での訴訟・紛争解決経験豊富な(専門)あっせん人 ３名体制の
あっせん人

③それら以外の訴訟・紛争解決経験豊富な(一般)あっせん人

中立・公正な
第三者の立場
から関与

（注）事案の内容、当事者の希望、その他の状況により、あっせん人１名・２名体
制も適宜選択可
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図表３ あっせん人による交差光線と融合 

図表３ あっせんによる交差光線と融合

１．患者側の立場での訴訟・紛争解決 ①患者側に対する視点(経験的知見)
経験の豊富なあっせん人

②医療側に対する視点(経験的知見)

２．医療側の立場での訴訟・紛争解決 ③医療側に対する視点(経験的知見)
経験の豊富なあっせん人 融合

④患者側に対する視点(経験的知見)

３．それら以外の訴訟・紛争解決
経験の豊富なあっせん人 ⑤大所・高所からの視点(経験的知見)

⇒ 訴訟には見られない東京三会方式の特徴となっている
※現在、日弁連（ＡＤＲセンター）において、全国の主だった

弁護士会に対して、この東京三会方式による医療ＡＤＲを推進中。

 

 

 

図表４ 申立が可能な事項 

図表４ 申立が可能な事項

（２）申立が可能な事項（目的）（特徴その２）

①患者・家族 a.医療事故を巡る金銭的解決

b.診療経過や死因などに関する説明

②医師・医療機関 a.第三者であるあっせん人立ち会いの下での医療

行為などに関する説明

b.患者・家族との関係の調整など
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図表５ 進行手続の骨子 

図表５ 進行手続の骨子

（３）進行手続の骨子（特徴その３）

① まず、「両当事者の対話の促進とそれによる相互理解」に向けて、話
し合いの交通整理を行う（ステップ１）

※法的な論点に限定することなく様々な

要望を幅広く取り上げ、対話の促進を図る。

② それにより、両当事者間に解決に向けた機運が生まれれば、両当事者の
了解（同意）の下に、

③「具体的な解決に向けた合意形成のための調整」を行う（ステップ２）

 

 

 

図表６ 手続きの進行の概略 

図表６ 手続きの進行の概略

（４）手続きの進行（概略）

申立の受付 相手方の応諾 ステップ１(説明や対話による相互理解の促進)

※強制力はなし 申立人の納得 終了

不応諾 終了

両当事者の了解 ステップ２(解決に向けた話し合い

（同意） の調整)

一方の了解（同意）なし 終了

合意成立 和解契約書の作成 終了

合意不成立 終了
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図表７ 解決事例 

図表７ 解決事例

丁寧な説明のみで ５年前に心臓の手術を受けた患者が、再発により再手術後間もなく死亡。患者遺

解決した事例 族は、５年前の手術結果の告知が不正確だった、今回の術後の看護や情報提供が

不十分だったなどとして、病院に対し慰謝料を求める医療ADR を申し立てた。 病院
側はカルテの記載を中心に詳細な説明書を作成して期日に提出。 患者遺族はこの
説明書を検討し、診療経過に納得できたため申立てを取下げ、ADR 手続きが終了し
た。

信頼関係が回復し 病院で手術を受けた際に神経の損傷を受け、機能障害（眼機能）が残った事故。患
金銭支払により 者が謝罪と補償を求めて医療ADR を申し立て、病院側に詳しい説明を求めたところ、

解決した事例 病院側の丁寧な説明により信頼関係が回復。双方の弁護士による協議と、あっせん
人 による調整を経て、３ 回目の期日で、病院側が患者に数百万円の和解金を支払う
内容の和解が成立した。

転院をめぐる 急性期の治療が終了したので、急性期病院から療養型病院への転院について話
調整の事例 し合ったが、患者家族の要望と折り合いがつかなかった。病院は、患者の転院に関す

る調整を求めて、医療ADR を申立てた。期日では転院の必要性・受入先病院の紹介
や手続などについて話し合いがなされ、双方の弁護士の努力もあり、３か月後を 目途
として転院するとの和解が成立した。

（注）解決内容は事案により異なります。上の事例は解決の基準を示したものではありません。

 

 

 

 


















